
 

 

役員の報酬基準等について 

 

１ 地方独立行政法人法に定める手続 

           
          役員の報酬及び退職手当の支給基準を定め、知事に届出、公表 
          （報酬等は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。） 
           

支給基準を評価委員会へ通知 
 
 
          社会一般の情勢に適合したものであるかについて、知事に 
          意見を申し出ることができる。 

 
２ 役員報酬等 

 (1) 常勤役員 

区  分 年  俸  額 退職手当 

理事長（＝学長） １３，６９２千円 
学長としての退職手当を県の水準に準

じて支給 

副理事長 １１，８０８千円 支給しない 

 【設定の考え方】 

前歴の給与水準や他の公立大学法人の状況等を勘案して報酬額を決定 
 

※業績勘案率について 

公立大学法人評価委員会の業績評価の結果及びその者の業績に応じて、年俸に▲100 分の10～ 
100 分の10 までの率を乗じて得た額を加算して支給する。 

 
【その他手当】 

  通勤に要する費用は、法人職員の例により支給 
  
(2) 非常勤の役員 

区  分 日  額 
理 事 ３０，０００円 

監 事 ３０，０００円 

 
【設定の考え方】 

  他の公立大学法人の支給水準を参考に設定 
 
【その他手当】 

  通勤に要する費用は、法人職員の例により支給 
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